
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県・熊本市からのお願い 

医療機関における HIV 検査にご協力ください 

① 性感染症の疑いまたは既往があるとき 

性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒、 

淋菌感染症、B 型肝炎、アメーバ赤痢 等 

 

② HIV 感染またはエイズ発症を疑う症状があるとき 

発熱、リンパ節腫脹、咽頭炎、皮疹など急性 HIV 感染症の症状がみられたとき 

インフルエンザ様症状があるが、インフルエンザの検査で陰性の場合 

帯状疱疹、A 型肝炎、B 型肝炎、C 型肝炎、アメーバ赤痢、脂漏性皮膚炎、 

口腔カンジダ症、乾癬、掻痒性丘疹、不明熱、慢性下痢 等 

 

※詳しくは…  「知る」「診る」「気づく」診断のポイント    検索  

発行：熊本県（健康危機管理課）・熊本市（感染症対策課） 

「HIV 抗体検査の実施にあたっては、本人の同意を得て行うこと。同意は書面でな

くても可（口頭による同意も可）」とされています。（厚生労働省健康局結核感染症課長通知） 

 エイズ医療の目覚ましい進歩により、HIV の早期発見と早期治療が患者のＱＯＬの向上に

大きく寄与するようになりました。近年、保健所や医療機関での検査で早期発見される例が

増えていますが、エイズ発症後に見つかる例も多く、全国の報告数の約３割を占めます。 

これまでにエイズ発症例として届出があった中には、過去に性感染症や日和見感染症での

受診経験があった方もおられます。また、医療機関から保健所の無料・匿名検査を紹介して

いただいたにも関わらず、患者自身の判断で利用せず発見が遅れた例もあり、医療機関で

の診療時における HIV スクリーニング検査は、早期発見のための大変貴重な機

会と捉えております。 

なお、「性感染症の疑いまたは既往があるとき」の HIV 検査や「HIV 感染またはエイズ発

症を疑う症状があるとき」の HIV 検査は、保険適用＊となります。医療機関での HIV 検

査の実施について、ご検討･ご協力いただきますようお願いいたします。 
 

＊保険適用について： 間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場合や HIV の感染に関

連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合又は疑われる場合で HIV感染症を疑う場合 

レッドリボンは、

エイズへの理解と

支援の象徴です。 

 

～HIV/エイズの診療を専門としない医療機関の皆様へ～ 

＊確認方法の例) 予診票に「性感染症が疑われる場合、HIV の検査をあわせて行うことを希望しますか。」等の 

質問項目を設けることにより、検査を実施しやすく、本人の意向も確認しやすくなります。 

裏面 

もご覧ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県・熊本市からのお願い 

 

スクリーニング検査では偽陽性の可能性があるため、必ず確認検査（WB 法、核酸増幅検査）が必要で

す。各医療機関での実施やエイズ治療拠点病院への相談・紹介をご検討ください。 

＜熊本県内のエイズ治療拠点病院＞ 

エイズ中核拠点病院：熊本大学医学部附属病院（平成 31 年(2019 年)4 月 1 日～熊本大学病院） 

          （感染免疫診療部外来 TEL：096-373-7132 ※月･水･金のみ） 

エイズ治療拠点病院：国立病院機構熊本医療センター、熊本市立熊本市民病院 

 検査項目 

HIV、梅毒、性器クラミジア感染症 

 問い合わせ先 

要予約 

AIDS発症

前に発見

すること

が重要！ 

発行：熊本県（健康危機管理課）・熊本市（感染症対策課） 

保 健 所 名 TEL 保 健 所 名 TEL

有明保健所 0968-72-2184 八代保健所 0965-33-3229

山鹿保健所 0968-44-4121 水俣保健所 0966-63-4104

菊池保健所 0968-25-4138 人吉保健所 0966-22-3107

阿蘇保健所 0967-24-9036 天草保健所 0969-23-0172

御船保健所 096-282-0041 熊本市保健所 096-364-3189

宇城保健所 0964-32-1207 （熊本県健康危機管理課） 096-333-2240

医療の進歩により、適切な時期に治療を開始する

ことで、エイズの発症を抑えることができるように

なり、多くの方が治療を受けながら働いています。

しかし、治療は一生継続する必要があります。また、

HIV に感染していても、治療を受けている人からは

他の人への感染がおこりにくいことがわかってい

ます。標準予防策で対応できるため、一般の医療機

関での診療も可能※です。 
（※平成 30 年 1 月 18 日付け健感発 0118 第 5 号厚生労働省

健康局結核感染症課長通知「後天性免疫不全症候群に関する

特定感染症予防指針の改正に係る留意事項について」） 

全国的に梅毒が増加していますが、本県において

も平成 29 年（2017 年）から急増しています。 

原因は明らかではありませんが、女性は 20 歳代

が多く、男性は 20 歳～50 歳代の幅広い年齢層から

届出があっています。 

【症状】 

第Ⅰ期：感染部位の硬結、硬性下疳、リンパ節腫

脹（無痛性） 

第Ⅱ期：手掌・足底を含む全身に多彩な皮疹、粘

膜疹、扁平コンジローマ、梅毒性脱毛等 

晩期：ゴム腫、進行性の大動脈拡張を主体とする

心血管梅毒、進行麻痺等 

▼熊本県 HIV検査 ▼熊本市 HIV検査 ▼全国 HIV検査 

保健所によって検査日時が異なりますので、事前にご確認 

ください。 

（HIV 抗原抗体検査又は HIV 抗体検査）

 

※速報値 


